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令和７年２月 28日 

報 道 発 表 資 料 

浦 添 市 

 

 

小規模保育事業所への特別指導監査等に係る報告について 

 

 このたび、市内認可保育施設である特定地域型保育事業所「ライオンの子保育園ティモン」

を運営するライオンの子ホールディングス株式会社について、子ども・子育て支援法（以下、

「法」という。）第 52条第１項に基づき、確認の効力の一部停止（12か月間の新規利用者受

入停止）の行政処分を実施するとともに、不正に受領した給付費等について、法第 12 条第

２項に基づく加算金等を含めた額を返還するよう求めた。 

 

１ 処分を行う事業者・事業所の概要 

（１）対象事業者 

   名称   ライオンの子ホールディングス株式会社 

   代表者名 代表取締役 末広 尚希（令和７年２月 26 日付で代表者変更した旨の報告あり） 

   所在地  浦添市前田 1-46-1-101 

 

（２）対象事業所 

    名称   ライオンの子保育園ティモン 

    類型   小規模保育事業Ａ型 

    所在地  浦添市前田 1-46-1-102 

    事業開始年月 平成 27年８月 

    定員     18人 

    在園児数   18人（令和７年２月１日現在） 

           （内訳：０歳児６人、１歳児６人、２歳児６人） 

 

２ 処分の概要 

（１）処分の内容     確認の効力の一部停止（新規利用者受入停止 12か月） 

（２）処分日       令和７年２月 19日（水） 

（３）処分の効力発生日  令和７年３月１日（土） 

（４）停止期間      令和７年３月１日から令和８年２月 28日まで 

 

３ これまでの経緯 

 令和６年４月５日 （水）  元保育従事者から不適切運営について情報提供 

令和６年５月 29日 （水）  子ども・子育て支援法等に基づく特別指導監査実施 

令和６年８月 23日 （金）  特別指導監査等に係る中間報告 

 令和７年１月 30日 （木）  行政手続法に基づく弁明機会付与通知書交付 

令和７年２月 12日 （水）  行政手続法に基づく弁明書提出  

令和７年２月 19日 （水）  行政処分決定 
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４ 行政処分に至る処分理由・根拠法令等 

（１）管理者設置に係る地域型保育給付費の不正請求（法第 52条第１項第４号） 

   管理者が保育に従事しているにも関わらず、専従の管理者を設置しているとの虚偽の

報告を行い、管理者未設置による減算調整を行っていない給付費を不正に請求し、受領

した。（期間：平成 31年４月～令和６年３月までの間で 52月間） 

 

（２）職員配置に係る地域型保育給付費の不正請求（法第 52条第１項第４号） 

   地域型保育給付費の請求に係る提出書類に、勤務実態のない職員を記載し、実態とは

異なる虚偽の報告を行うことにより、給付費を不正に請求し、受領した。 

 

（３）処遇改善臨時特例事業補助金に係る不正又は著しく不当な行為 

（法第 52条第１項第９号） 

   処遇改善臨時特例事業補助金の請求に係る提出書類に、勤務実態のない職員を記載し、

実態とは異なる虚偽の報告を行うことにより、処遇改善臨時特例事業補助金を不正に請

求し、受領した。（期間：令和４年２月～令和４年９月までの８月間） 

 

（４）監査調書等の虚偽報告に係る不正又は著しく不当な行為 

（法第 52条第１項第９号） 

   過去の一般指導監査において、指摘を免れる目的で、市へ提出する監査調書に勤務実

態のない職員の氏名を記載したり、実態とは異なる出退勤簿やシフト表を作成するなど、

虚偽の報告を行っていた。 

   このことに関し、ヒアリングにおいて、監査用の書類を作成していたとの証言があっ

たことから、制度を熟知している者が複数年に渡り虚偽の書類作成を行っていた。 

 

（５）虚偽の報告及び答弁、保育に関する不正又は著しく不当な行為 

（法第 52条第１項第５号、第６号、第９号） 

   保育現場に勤務していない保育士について、公定価格の基本分単価に含まれる保育従

事者として報告を行うとともに、実態とは異なる出退勤簿やシフト表を作成するなど、

虚偽の報告を行っていた。 

（期間：令和４年５月～令和５年３月までと令和６年４月～５月までの 13月間） 

また、保育現場において勤務実態がないことへの指摘に対する弁明として、本来保育

士配置において認められない「在宅勤務」を主張したが、在宅勤務を証明できる労働時

間の管理簿や業務報告書等が不明瞭で、当該保育士は実際には別の職場で勤務していた

ことが確認された。この間、代表と職員の説明が異なるなど、虚偽の証言や不誠実な対

応が確認された。 

 

   上記のとおり、事業者は複数年に渡り、給付費等の不正請求や書類のねつ造等が行わ

れ、職員の重複は他の施設に広範囲にまたがっていることが確認できたことから、極め

て悪質性が高い事案であると判断し、行政処分に至った。 
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５ 不正請求に係る返還金等 

  返還請求額 26,848,013円（加算金等含む） 

    

 給付費（公定価格） 補助金 
利 息 加算金 

管理者減算 臨時特例 

令和元年度 4,812,360 円  683,486 円  

令和２年度 3,630,000 円  406,957 円  

令和３年度 2,953,440 円 26,000 円 241,534 円 7,737 円 

令和４年度 4,742,120 円 135,000 円  1,936,659 円 

令和５年度 5,194,800 円   2,077,920 円 

小 計 21,332,720 円 161,000 円 1,331,977 円 4,022,316 円 

合 計 26,848,013 円  

※ 利息等は返還日に応じて金額の変動あり。 

   

６ 刑事告訴等について 

  先に述べたような事情を鑑みると、行政処分や返還請求だけでは被った損害や社会的影

響を十分に回復できない可能性が高い。 

また、複数年に渡り過大に支払われた公金の流れについて明らかにすることは、行政の

社会的責任であると考えており、これらの事実関係を明らかにするには捜査権限のある警

察の手に委ねる必要がある。 

  以上のことより、引き続き弁護士等へ相談を行いながら、県や関係市と連携し、刑事告

訴等に向けて検討していく。 

                                                                                                                                                                                                           


